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人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同

相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

　

６
月
19
日（
月
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か
ら

４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、人
権

擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
、弁
護
士

の
方
々
で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社

会
福
祉
協
議
会（
☎
６
３･

２
７
５
１
）ま
で
。

●
支
給
対
象

　

０
歳
か
ら
15
歳（
中
学
校
修
了
前
）

ま
で
の
お
子
さ
ま
を
養
育
さ
れ
て
い

る
方
に
支
給
し
ま
す
。

　

お
子
さ
ま
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
さ
れ
て
い
る
場
合
、こ
の
お
子

さ
ま
の
ご
両
親
は
児
童
手
当
を
受
け

る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

●
支
給
月

　

原
則
と
し
て
、毎
年
度
の
６
月
、10

月
、２
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま

で
の
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

●
届
出
が
必
要
な
と
き

・�
支
給
対
象
と
な
る
お
子
さ
ま
が
増

え
た
、も
し
く
は
減
っ
た

・�

受
給
者
、も
し
く
は
養
育
し
て
い

る
お
子
さ
ま
の
住
所
や
氏
名
が
変

わ
っ
た

・�

受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た
、も

し
く
は
公
務
員
で
な
く
な
っ
た

・�

振
り
込
み
口
座
が
変
わ
っ
た（
受

給
者
名
義
の
口
座
に
限
り
ま
す
）

　

右
記
の
他
に
、児
童
手
当
を
受
け

て
い
る
方
は
現
況
届
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、住
民
福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

☎ 0120･007･110
（フリーダイヤル・全国共通）

　小・中・高校生のみなさん、ご家
族のみなさん、ひとりで悩まずお電
話を！
■費用
　無　料
■期間
　６月26日（月）
　　　　　〜７月２日（日）
■時間
　平　　 日：  ８：30〜19：00
　土･日曜日： 10：00〜17：00
■相談内容
　いじめや家庭内での虐待などの子ど
もの人権に関わる悩みごと、相談ごと
■相談員
　人権擁護委員および法務局職員

全国一斉
「子どもの人権１１０番」

強　化　週　間

和歌山地方法務局人権擁護課内
和歌山県人権擁護委員連合会
　☎０７３・４２２・５１３１

児
童
手
当
制
度
は

�
ご
存
知
で
す
か
？

現況届を忘れずに！
　児童手当を受けている方は、６月中に『現
況届』を提出する必要があります。
　この現況届は、受給者の前年の所得状況と
お子さまの扶養状況などを確認するもので
す。現況届の提出がない場合、児童手当の受
給資格があっても６月分以降の手当が受け
られませんので、忘れずに手続きをしてくだ
さい。
　現在、児童手当を受けている方には６月以
降、役場から通知いたしますので、手続きを
お願いします。

養育されている方の所得が
所得制限以下

の場合
（月額）

所得制限を
超える場合
（月額）

養
育
さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ま
が

０〜３歳未満 15,000円

5,000円
（一律）

３歳〜
小学校修了前

第１子・第２子
10,000円

第３子以降
15,000円

中学生 10,000円

●支給額
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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、
バス・タクシー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、1冊目は年間1万2000円分を助成券で交付します。
　② 2冊目は同様のものを、1万円で販売します。
　  ※助成券はお一人につき、最大２冊まで
　③利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　平成30年3月末までです。

対象者
　●町内に住民登録を有する75歳以上の方（昭和18年4月1日以前に生まれた方）
　　※（注）・日高町福祉タクシー券助成事業の助成を受けている場合は、重複して

利用することはできません。

ご利用方法
　① 利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に「利用者証」

を乗務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎63・2002 中津タクシー ☎54・0408
川上タクシー ☎24・0200 印南交通 ☎42・0105
中紀河南タクシー ☎24・1001

南部タクシー ☎0739・
　72・2133港タクシー ☎65・3100

御坊有交タクシー ☎22・4141 介護タクシーふくしん ☎20・5272

御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者
外出支援事業

　住民基本台帳法第11条第３項および第11条の２第12項、住民基本台帳の一部の閲覧および住民票の写し等の交付
に関する省令第３条の規定に基づき公表します。（年１回）

（対象期間と件数）
  平成28年４月１日〜平成29年３月31日までに閲覧した件数（4件）

請求機関の名称または申出者の氏名 請求事由・利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊和歌山地方協力本部長 陸上自衛隊高等工科学校の生徒の
募集に伴う広報 平成28年5月11日 平成13年4月2日〜

平成14年4月1日生まれの男（日本人住民）
株式会社総合環境計画　和歌山事務所
委託者：和歌山県総務部危機管理局防災企画課

平成28年度防災・減災に
関する県民意識調査 平成28年10月13日 日高町全域

20歳以上の男女

一般社団法人　中央調査社
委託者：株式会社野村総合研究所 テレビ視聴に関する調査 平成28年11月17日

原谷
16歳以上の日本人の男女

（平成12年12月末日までに生まれた人）

一般社団法人　中央調査社
委託者：内閣府大臣官房政府広報室 社会意識に関する世論調査 平成28年12月21日

荊木
18歳以上の日本人の男女

（平成10年12月末日までに生まれた人）

住民基本台帳の閲覧状況を公表します


